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〔注〕 本図の統計数値は，平成１３年司法統計年報及び同検察統計年報から引用。

法
　
制
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○家庭裁判所調査官制度

○（資格制限なき）付添人制度
　　　　※ 保護者も可

○国選付添人制度

○国選弁護人制度
　※ 職権による国選弁護人の選任（刑
　　訴法３７条１号）
  ※ 少年の被告人に弁護人がないとき
　　は，裁判所は，なるべく，職権で弁
　　護人を附さなければならない（刑訴
　　規則２７９条）。

運
　
用

○当番弁護士制度（弁護士会）

○刑事被疑者弁護援助制度（法律扶助協会）

○少年保護事件付添扶助制度（法律扶助協会）
○当番弁護士制度（弁護士会）

○刑事被疑者弁護援助制度
　　　　　　　（法律扶助協会）
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家 裁 送 致 前 の 捜 査 段 階 家 裁 係 属 中 の 段 階 検察官送致決定後，公訴提起までの段階

【参考】

　逮捕された者のうち，勾留に代わる観護措置が
とられた人員（ただし，少年鑑別所送致のみ）は
１，９８０人である。

【参考】

　勾留された者のうち，処理時２０歳
未満の者は１５，５３５人である。
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犯 罪 少 年 の 身 柄 事 件 の 流 れ の 例 （ 公 訴 提 起 に 至 る 場 合 ）
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【参考】

　一般保護事件の終局総人員７９，９９８人中，観護
措置をとられた人員は１７，８０３人（２２．３％）
である。

※ 「やむを得ない場合」に限ら
　れる（少年法４８条１項）。

※ 取扱の分離（少年法４９条）

※ 「やむを得ない場合」に
　限られる（少年法４３条
　３項，４８条１項）。
※ 取扱の分離（少年法４９
　条）

【参考】

　逮捕された者（ただし，自動車等による業務
上（重）過失致死傷事件及び道路交通法等違反
事件を除く。）のうち，処理時２０歳未満の者
は１９，９５６人である。

（注）
　　「少年鑑別所における収容鑑別対象少年の
　鑑別の流れ」については，資料６－３を参照。

検察官
送致

※ 家裁送致前の捜査段階
　で勾留されている場合に
　は，延長できない（少年
　法４５条４号後段）。

※ 家裁送致前の捜査段階で
　勾留に代わる観護措置がと
　られていた場合の勾留延長
　の可否については，争いあ
　り。

【参考】

　逮捕中家裁送致された者は１，７１６人であり，
勾留中家裁送致された者は１４，２２０人である。

【参考】

　一般保護事件のうち観護措置をとられた者の観護措置
期間は，２８日以内の者が１３，３２１人（４月以降に
観護措置をとられた人員１３，５１７人の９８．５％）
となっている。


